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1 Wa-5　　　家庭裁判所審判事件にみる扶養と家族関係
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　【目的】日本の社会において、かっては長子あるいは特定の子どもが家産を単独相続し、
その代わりに老親の扶養を全面的に引き受けるという、旧来からの規範が成り立っていた

ものが、近年寿命の伸展・家族の構造上の変化などに伴い‘高齢者’の立場に著しい変化
をもたらした。家庭裁判所の審判事件に現われた高齢者の扶養請求事件の数や質において

も。この半世紀で大きな変化が見られる。それを時系列で捕らえ、かつ同時代に行なわれ
た社会調査なども照合しながら内容を検討することで高齢者の立場を考察する。
　【方法】最高裁判所事務総局『家庭裁判月報』の、1950年代から1990年代までをレヴュー

し、そのなかで高齢者の扶養、相続、遺産分割などに関する事件を抽出して考察する。そ
れらの事件を時系列的、かつ内容の質的変化を中心に検討する。
　【結果】①r家庭裁判月報』で取り上げられた家事審判事件を見る限りにおいて、1949年
４月の第１号から10年間ほどは離婚、養子縁組（離縁随）､人身売買などの事件が目立ち､扶

養問題も未成熟子に対するものが多く、老親の扶養問題はまだ台頭していないことが見い
だされた。すなわちこの時期はまだ高齢者と成人子との同居規範の残存がうかがわれる。

②I960年代に入ると扶養義務者間、別居の親子間の紛争が表出してくる。③扶養義務者の
老親扶養の重さに対する不満が多く現われるが、基本的には親族扶養の原則に基づいて紛

争が解決されている。④扶養の分担や遺産分割に関しては、゛生前贈与’や‘寄与分’が
充分考慮されるようになる。⑤紛争解決に際しては話し合いに重点がおかれ、同居を無理

に勧めることではなく福祉施設などの利用を考慮する傾向がみられる。
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【目的】現代では、女吐の就労に関する考え方、家族生活のあり方などが大きく変化して
いる。本研究（第１報～第３報）は有配偶女1生の生活ストレスの様態とその軽減に関与す

る諸要因を、家族ストレス研究の分析枠組みや測定尺度を用いて明らかにする。本報では
分析に用いる概念と結果の全般的な傾向について述べる。
　【方法】調査対象者の選定については、長野県長野市に居住する満25歳以上54歳以下の有

配偶と考えられる女|生2500名を選挙人名簿から無作為抽出したが、転居者および無配偶者
が35名おり、2465名が最終的な標本となった。回収票は1457票、有効票は1455票で有効回
収率は59.0％である。調査時期は1995年9月。

　【結果】分析に用いた主要概念はストレッサー（日常、家庭および職場におけるストレッ
サーと想定される出来事）、リソース（夫婦の同伴行動、夫の家事分担、夫婦相互の情緒

的サポート、世帯外のネットワークおよびネットワークからの援助、社会活動への参加）、
価値意識（家庭生活観、役割アイデンティ｡テ4）、ストレーン（家庭および職場）、心理
的ストレス反応（ZungのSDSをもとに20項･目を設定。 Cronbach'ｓ α=｡86）である。回

答者の年齢の平均は41.5歳、夫は44.3歳である。学歴は中卒8.6%、高卒65. 5％、短大（
高季卒18.5％、大学以上6.9％と高卒者が多い。夫も高卒が51.4％と最も多いが、大卒以’
上も31.1％ある。居住形態は持ち家が68.3％と圧倒的な比率を占めている。就労形態は無

職32. 3％、常勤18.0％、パート･臨時32. 0％、自営･自由業13.0％であり、職業は事務28.0
％、販売18. 7％、専門18. 6％の順である。世帯構成は68.0％が核家族である。
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